
第12次改訂にあたって

近年の地方分権の大きな流れの中で，平成11年7月地方自治

法が改正され，機関委任事務の廃止を中心として地方自治制度

が根本的に改正された。

その後数次にわたって制度改正が行われ，平成23年いわゆる

地域主権改革関連3法，平成24年には議会関係，平成26年には

大都市制度，平成29年には内部統制や監査制度などを中心に地

方自治法の改正が行われた。その後も社会経済情勢の変化に対

応して法改正が行われ，また，令和2年以降新型コロナウイル

ス感染症を契機として議会運営のあり方等について種々の工夫

がされている。今回，できるだけ最新の動きを含めて内容を見

直し，改訂した。

本書は，主として地方自治体の関係者及び地方自治に関心を

有する人の学習又は研修のための参考書として，地方自治制度

のうち特に基本的あるいは重要と思われる事項について解説し

たものである。項目の選定は，理論的にあるいは執務上重要な

ものを中心とし，制度の趣旨及び基本的知識を整理する方式を

とり，できるだけ現状及び問題点にも触れるようにした。

地方自治法については，松本英昭『新版 逐条地方自治法』

をはじめ諸先輩の秀れた著作が多数刊行されており，本書の執

筆に当たりそれらを参考にさせて頂いた。

本書が，関係者の勉学の参考書等として活用され，地方自治

への関心と理解を深めるためにお役に立てば幸である。

令和5年5月

檜 垣 正 已
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24 議員の兼職及び請負の禁止

自治法92，92の2

1 兼職及び請負の禁止の意義

地方公共団体の議会の議員は，住民の直接選挙によって選ばれる特別職

の公務員であり，その勤務は非常勤であるが，議会の議員としての職務の

特質に基づいて，一定の地位又は職業に就くことが制限されている。この

うち，一定の公職と兼ねることを制限されることを兼職禁止とよび，一定

の営利事業の経営又は従事を制限されることを兼業禁止又は請負禁止とよ

んでいる。

2 兼職の禁止

議会の議員に対して，一定の公職を兼ねることが制限されているのは，

第1にはその議員としての職務を十分に果させるためであり，第2には議

決機関と執行機関とを分離する原則によるものといわれる。

兼職を禁止されているのは，地方自治法上，衆議院議員，参議院議員，

地方公共団体の議員，常勤の職員及び短時間勤務職員であるが（法92①，

②），このほか，法律によって兼職禁止が定められているものとして，選

挙管理委員（法182⑦），教育委員会の教育長及び委員（地教法6），人事委

員会・公平委員会委員（地公法9の2⑨），公安委員会委員（警察法42②）

等地方公共団体の職員があり，また，裁判官（裁判所法52）等がある。

実際には，公職選挙法第89条によって公務員の在職中の立候補が制限さ

れているので，ほとんど問題になる事例はないと思われる。

議員の兼職禁止は，同時に両方の身分を有することを禁ずるものである

から，双方に就職したときは，直ちにどちらか一方の身分を辞する必要が

ある。

3 請負の禁止

議会の議員に対しては，一定の経済的ないし営利的業務が制限されてい

る。これは，一般には請負禁止とよばれることが多い。その趣旨は，地方

公共団体と直接利害関係のある者が議決機関の構成員として，地方公共団

体の運営に参画することは，議会の公平かつ適正な運営を阻害するおそれ
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があるからである。

近年，人口減少・少子高齢化など社会経済状況の変化を背景に様々な地

域の課題に対応するため議会の機能強化と地域を代表する多様な人材の参

画が期待されるが，議員の構成の多様性の欠如やなり手不足の現状が指摘

されている。このなかで議員のなり手不足の一因として請負禁止があげら

れているため，令和4年自治法改正により，請負の要件を明確にするとと

もに請負の規制を緩和することとされた。規制の対象となる請負は，「業

として行う工事の完成若しくは作業その他の役務の給付又は物件の納入そ

の他の取引で当該普通地方公共団体が対価の支払をすべきもの」と定義さ

れた。さらに議員が個人事業主として地方公共団体との間で請負関係に立

つ場合であっても支払を受ける対価の総額が年間300万円以下であれば請

負禁止の対象にならないこととされ，規制が緩和された（令121の2）。

請負禁止の対象となるのは，①当該地方公共団体に対して請負をする者

及びその支配人，及び②主としてこれらの請負をする法人の役員である

（法92の2）。いずれも議員の個人的活動と地方公共団体の運営との間の利

害が相反する場合であり，請負を禁止することによって，議会の適正な運

営を保障するとともに，執行機関に対する不当な介入を避けることを目的

とするのである。

主として地方公共団体等に対して請負をする法人とは，その法人の業務

の主要部分を当該請負が占めているようなものを意味し，その主要部分と

は概ね半分を意味するものと考えられる。なお，法人の場合に兼業が禁止

されるのは，無限責任社員，取締役，執行役若しくは監査役若しくはこれ

らに準ずべき者，支配人及び清算人であるが，ここで準ずべき者というの

は，法人に対しこれらと同程度の執行力及び責任を有している地位にある

ことを要する。

議会の議員が地方自治法第92条の2に定める兼業禁止の規定に該当する

ときは，その職を失うが，この規定に該当するかどうかの決定は，議会が

行うこととされている（法127①）。
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31 調 査 権

自治法100，100の2，109

1 調査権の意義

地方公共団体の議会は，当該地方公共団体の事務に関する調査を行い，

選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することが

できる（法100①）。この権限は，地方自治法第100条に規定されていると

ころから，一般に，100条調査権とよばれる。

議会が，地方公共団体の行政運営に関して情報を集め，実情を把握する

方法としては，一般的な質問，説明要求，検査権，監査請求権等があるが，

この調査権は，強制力を伴うこと，外部の関係人に直接証言等を求めうる

ことを特色とする最も強力な手段である。

地方公共団体の議会にこの調査権が与えられているのは，憲法第62条に

よって国会に国政調査権が与えられているのと同様の趣旨によるものであ

り，調査権の性格は，議会が議決権をはじめとする諸権限を有効適切に行

使するために必要な補助的権限である。

2 調査の対象

調査権の対象となる事項は，地方公共団体の事務全般であるが，自治事

務にあっては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定め

るものを除き，法定受託事務にあっては国の安全を害するおそれがあるこ

とその他の事由により議会の調査の対象とすることが適当でないものとし

て政令で定めるものは除かれる。当該地方公共団体の事務である限り，現

に議題になっている事項若しくは将来議題に上るべき基礎事項（議案調

査）につき調査し，又は世論の焦点になっている事件（政治調査）等につ

きその実情を明らかならしめ，その他一般的に地方公共団体の重要な事務

の執行状況を審査（事務調査）することができる。地方公共団体が財政援

助，出資，契約等をしている場合，その財政援助等に関連して必要な限度

において，関係団体又は個人も調査の対象となる。

3 調査権の限界

調査権は，広く地方公共団体の事務の全般にわたって行使しうるが，そ
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れが強制力を伴うものである以上，慎重に行使されるべきであり，次のよ

うな制約があるとされている。

①調査目的からの限界 調査権は，議会の諸権限の有効適切な行使

のための補助的手段として認められたものであるから，その調査目的が適

正であり，かつ，その目的達成のため必要な範囲内で行使しなければなら

ない。私的事項等は，調査権行使の限界をこえるものと考えられる。

②執行機関との関連 議会と長その他の執行機関は，相互に独立の

関係にあるので，議会の調査権も不当に執行機関の権限に介入するもので

あってはならない。昇任昇格等の人事に関する事項等が，これに該当する。

③基本的人権の保障 個人のプライバシーに属する事項，思想，信

条の自由は最大限に保護されるべきであり，原則として調査の対象とする

ことができない。なお，公務員の職務上の秘密については，官公署の承認

がなければ証言等を請求することができない（法100④，⑤，⑥）。

4 調査の手続

調査権は，議決に基づいて行使されるが，常任委員会又は特別委員会に

委任して行わせるのが通例である。

調査の方法は，一般的な委員会審査等の方法のほか，特に必要があると

認めるときは強制的に選挙人その他の関係人に出頭及び証言並びに記録の

提出を求めることができる。この強制調査が，100条調査権の特徴である。

関係人とは，調査の対象となっている事件に関係を有するすべての者を指

し，国の行政機関，当該地方公共団体の長その他の職員も含まれる。これ

らの関係人が，正当な理由なく，出頭，記録の提出，証言を拒んだ場合，

6ヵ月以下の禁錮又は10万円以下の罰金に処せられる（法100③）。この罰

則により，調査権の実効性が担保されているのである。

5 専門的事項の調査及び公聴会等

議会は，議案の審査又は当該地方公共団体の事務の調査のために必要な

専門的事項に係る調査を学識経験者等にさせることができる（法100の2）。

議会の審議にあたっては，本会議，委員会ともに公聴会，参考人制度があ

り，外部の専門的知見を活用できることを明確にしている（法109④，⑤，

115の2）。

参考人の意見聴取はオンラインで行うこともできる。
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